
各種奨学団体奨学生 募集一覧表（直接民間団体等へ申請する奨学金）の詳細

奨学団体名

給付/貸与 給付

支給金額/貸与金額 年額360,000円

採用人数 全国で10名程度

対象学生の課程・学年 学部生

対象学生等応募資格

当財団の奨学生となる者は、次の各号のいずれにも該当しなければなりません。

① 応募年の４月１日時点において２２歳以下であること。
② 日本国籍を有し、日本国内の高等学校、専門学校又は大学に在籍していること。
③ ポピュラー音楽、クラシック音楽その他これらに類する音楽分野において、演奏、歌唱、
    創作その他の音楽活動に取り組んでいる者であること。なお、音楽分野は、ジャンルを
    問わずボーカル、器楽演奏、作作曲、編曲その他これらに準ずる実演・創作活動を含む
    ものとする。
④ 学業に意欲があり、かつ経済的理由により、修学又は音楽活動の継続に支援を必要とすること。
⑤ 給付期間すべてに在校していること（休学は除く）
⑥ 志願者が応募年４月１日の時点で１８歳未満の未成年の場合、保護者
  （※血縁の有無を問わない）の合意が得られていること
   ※血縁関係のない保護者：里親（児童福祉法に基づく）、法定後見人（未成年後見人等）、
      児童養護施設等の職員等
⑦ 学業成績が優秀であること（下記のいずれかに該当すること）
 ア．大学生、専門学校生（在校生）の場合、大学・専門学校入学時から直近までの学業成績
        において、GPA(平均成績)が2.4以上であること
イ．大学生、専門学校生（新入生）の場合、高等学校３年生時における評定平均が3.5以上で
       あること
ウ．高等学校生（在校生）の場合、前学年時における評定平均が3.5以上であること
エ．高等学校生（新入生）の場合、中学校３年生時の成績に基づく５教科
    （国語・数学・英語・理科・社会）の評定より算出した代替指標の数値が３．0以上であること
オ．高等学校卒業程度認定試験の合格者であること

奨学生の義務

（生活状況（中間）報告書及び終了報告書）
　奨学金受給中に 1 回、生活状況（中間）報告書（指定書式）により学生生活等の
　経過報告を行ってください。受給期間が終了したときは、終了後 1 か月以内に、
　終了報告書（指定書式）を提出して下さい。
　生活状況（中間）報告書又は終了報告書の提出がない場合は、給付済み奨学金の
　一部または全額の返還を求めることがあります。

　また、提出いただいた内容の一部を個人情報が特定されない形にて当財団の活動
　報告としてＨＰに掲載させていただくことがあります。

応募方法 応募フォームより申請

応募の詳細
財団HPから募集要項や申請書類等を確認してください。

応募期間 2026年5月18日（月）～2026年6月30日（火）当日必着

問い合わせ先

＜応募先＞
〒106-0031
東京都港区西麻布３丁目１５−９
一般財団法人RESTART JAPAN財団事務局宛
【お問い合わせ先】
 財団ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお願いします。

【2-92】　一般財団法人ＲＥＳＴＡＲＴ ＪＡＰＡＮ財団

募集要項 –一般財団法人RESTART JAPAN 財団

https://restartjapan.jp/requirement/

